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今号の内容

このままでは、日本は行き詰まる
【資料】国連総会・日本決議（主文全訳）

「もんじゅ」も「再処理」もいらない
		 	 　西尾 漠（原子力資料情報室）

辺野古新基地建設と生物多様性
【連載】被爆地の一角から（99）

二兎を追う者は・・・  土山秀夫

OEWGへの言及を不自然に回避
　今年の国連総会第1委員会は、核兵器禁止条約
交渉を来年開始するという歴史的な決議が採択
された（本誌前号参照）点で昨年以前の委員会と
は大きく異なっていた。そのような中、禁止条約
の早期実現に否定的な核兵器国や核兵器依存国
の主張する、従来からの「段階的な核軍縮措置」を
象徴する存在ともいえる日本決議がどのような
内容になるかが注目された。
　この観点から見たとき、最初に目を引くのは次
のような点だ（2～3ページ資料に決議主文の訳）。
　まず、決議は今年開かれた国連「核軍縮」公開作
業部会（OEWG）に一切言及していない。これまで
の日本決議は、過去1年の主要な核軍縮・不拡散
関係の出来事に一言触れるのが常であった。今年
の日本決議でも前文で、署名開放20年記念など
CTBT関連会合、オバマ米大統領はじめ各国首脳
の被爆地訪問や、核保安サミットには触れてい
る。これら行事と規模や重みを比べても、OEWG
はどう評価するにせよ何らかの形で触れるべき
会合である。現に13年OEWGは同年の日本決議前
文で「留意する」と言及されており、今年に限り無
視するのは不自然だ。新アジェンダ連合（NAC）決
議1が、OEWGの開催とその報告書を「歓迎」し、核
軍縮の効果的な法的措置の交渉への努力を呼び

かけつつ、最近の関連する取り組みをも「歓迎」し
ているのとは対照的である。
　次に、今年の決議では、核軍縮の効果的措置を
探究する「適切な多国間協議の場」への参画を奨
励する条項が消えている。「多国間協議の場」だっ
た16年OEWGが禁止条約への動きを加速し、また
L.41決議2が設置する禁止交渉会議もこの「協議
の場」に該当するように読めるとの判断から、意
識的に取り下げられたと考えられる。
　さらに、昨年に続き今年も、一昨年まではあっ
た「市民社会が軍縮・不拡散に果たしている建設
的な役割を称賛し奨励する」条項がなかった。市
民社会の強い声が禁止の動きを形作ってきたこ
とを意識したためではないだろうか。
　このように、今年の日本決議では禁止条約実現

国連総会第1委員会では今年も、日本の主導で提案された決議「核兵器の全面的廃絶に向けた、
新たな決意のもとでの結束した行動」（以下「日本決議」）が採択された。禁止条約交渉の開始が
現実のものとなる中、まず気づくのは決議が禁止の動きに結び付く要素を不自然に避けている
ことだ。他方、従来の核軍縮措置に関わる若干の変化もあったが、その真意は慎重に見極める必
要がある。核軍縮の大きな転換点を迎え、日本決議も従来のままでは立ち行かなくなっている。

「禁止条約交渉開始」の中での総会「日本決議」
歴史的転換点に
従来のままでは立ち行かず
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につながる要素への言及が避けられている。禁止
条約をめぐる諸国間の分岐が鮮明になる中で、日
本が追い詰められている様子がうかがえる。

禁止の動きに対抗した実績作り?
　他方、今年は前文に「軍縮会議（CD）における20
年にわたる行き詰まりを克服する可能性を引き
続き探る必要を強調」する段落が新設される一方
で、FMCT交渉を「直ちに開始」するよう促す条項

（20節）から、昨年はあった「CDで」の文言が削除
された。これを裏打ちするように佐野利男・軍縮
大使は「CDが長らくFMCT交渉の場と考えられて
きたが（……）交渉開始を促進する他の方法を真
剣に検討し始めるべき」と発言している3。日本は
OEWGに提出した作業文書4などでFMCT交渉の
ための公開作業部会の設置を提案しており、そう
したことも念頭にあると思われる。
　もう1つ、核兵器国と非核兵器国に核軍縮・不拡
散措置を促進する「有意義な対話を一層進めるこ
とを奨励する」条項（7節）が新設された。FMCTも
含め「禁止条約」の動きに対抗した何らかの実績
作りが企図されている可能性もある。停滞してい
た核軍縮の諸措置が動き出すこと自体は歓迎す
べきとも思えるが、その真意について日本の行動
を慎重に見極めていく必要がある。

分断を広げているのは「禁止反対派」
　日本決議の委員会投票数は賛成167・反対4・棄
権17で昨年とあまり変わらなかった。他方、NAC
決議は賛成141・反対24・棄権20で、昨年と比べ反
対が大幅に増えてその分棄権が減った。棄権から
反対に転じた17か国は東欧やバルト諸国を中心
とするNATO加盟の核依存国である。原因は明ら
かに、同決議がOEWGや法的禁止への動きを明示
的に肯定していることにあるといえよう。なお日
本はNAC決議には昨年同様、棄権した。
　OEWGや禁止の動きに言及したNAC決議が反
対を増やし、これらに言及しない日本決議への支

持状況が変わらないのは何を意味するだろうか。
核兵器国や日本を含む依存国は、禁止の動きは国
家間の分断を進めるとしてこれを批判する。しか
し、禁止推進諸国の大半が日本決議に賛成し続け
ていることを考えると、むしろ分断を作り出して
いるのは「禁止」を頑なに拒み続ける核兵器国・依
存国ではないか。そして日本が今後、仮に禁止条
約交渉の進展について今年のように無視を続け
るか否定的な評価を下す場合には、禁止推進諸国
からこれまで通りの支持が得られる保証はなく
なり、“接着剤”だったはずの日本決議が分断を助
長する事態が生まれるかもしれない。

核の役割、自ら見直しを
　日本決議とそれが表現する日本の核軍縮政策
は、従来通りではもはや立ち行かなくなってい
る。日本が今年「禁止交渉決議」に反対したこと
で、米国の核の傘の確保と引き換えに「被爆国」の
看板に自ら傷をつけてしまったことを思えばな
おさらである。核兵器の非人道性の認識と核依存
政策とは本質的に相容れない。この両方を一国レ
ベルで抱え続けることの限界が、露呈したといえ
るのではないだろうか。禁止条約交渉が始まろう
としている今こそ、日本は核依存政策からの脱却
に着手すべき時である。具体的には自らの決議の
13節に基づき、核兵器の役割を低減させるべく
自国の安全保障政策の見直しを開始すべきだ。ま
た、16節に基づき、北東アジア非核兵器地帯の設
立に向けた検討を始めるべきである。失った「被
爆国」としての信頼を回復するためにも、率先し
て決議を履行することを求めたい。（荒井摂子）

注
1　「核兵器のない世界へ：核軍縮に関する誓約の履行

を加速する」（A/C.1/71/L.35）。
2　「多国間核軍縮交渉を前進させる」（A/C.1/71/

L.41）。本誌前号（508号、16年11月15日）に全訳。
3　16年10月17日、テーマ別討議「核兵器」にて。
4　「核兵器のない世界に向けた効果的措置」（A/

AC.286/WP.22）。

【資料】
核兵器の全面的廃絶に向けた、新
たな決意のもとでの結束した行動
（主文全訳）

A/C.1/71/L.26
2016年10月14日

（共同提案国省略）
総会は、（前文略）
1．すべての加盟国は、すべての人に

とって、より平和な世界、ならびに
核兵器のない平和で安全な世界を
達成することをめざし、核兵器の全
面的廃絶に向けて結束した行動を
とるという決意を新たにする。
2．これに関連し、すべての核不拡散条

約（NPT）※締約国が第6条の下で誓
約している核軍縮につながるよう、

保有核兵器の全面的廃絶を達成す
るとした、核兵器国による明確な約
束を再確認する。
3．すべてのNPT締約国が、条約の全

条項に基づく義務を遵守し、1995
年再検討・延長会議※及び2000年※、
2010年※再検討会議の最終文書で
合意された諸措置を履行すること
を求める。
4．すべての加盟国が、再検討会議の

第1回 準 備 委 員 会 が2017年5月 に
ウィーンで開催されることを念頭
に、2020年再検討会議の成功に向
けて最善をつくすことを奨励する。
5．すべてのNPT未締約国が、その普遍

化をめざして即時かつ無条件に非
核兵器国として加盟するとともに、

条約加盟までの間、同条約のすべて
の条項を遵守し、条約を支持する実
際的な措置を講じることを求める。
6．すべての人にとって減じられず、強

化される安全保障という原則のも
と、核兵器の全面的廃絶に向けてさ
らなる実際的措置や効果的措置を
講じることをすべての加盟国に求
める。
7．核兵器国と非核兵器国が、核軍縮及

び核不拡散のための実際的かつ具
体的な措置を講じることを促進す
るような有意義な対話を一層進め
ることを奨励する。
8．核兵器使用による人道上の結末に

対する深い懸念が、核兵器のない世
界に向けたすべての国家の努力の
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基礎となり続けることを強調する。
9．ロシアと米国が、可能な限り早期の

交渉妥結をめざし、核兵器備蓄のさ
らなる削減の達成に向けた交渉を
早期に開始することを奨励する。
10．すべての核兵器国が、一方的、二

国間的、地域的あるいは多国間的
措置などを通じて、配備・非配備を
問わず、あらゆる種類の核兵器を削
減、究極的には全廃するためさらに
努力することを求める。
11．すべての加盟国が、核軍縮及び核

不拡散プロセスに関連して、不可逆
性、検証可能性、透明性の原則を適
用することを求める。
12．核兵器国が、核軍縮の行動の促進

をめざして定期会合を継続的に開
催し、これまでの透明性向上に向け
た努力を一層拡大し、相互信頼を増
進することを奨励する。これには、
条約の締約国による2020年再検討
会議に向けたNPT再検討プロセスに
おける核軍縮努力の中で廃棄・削減
された核兵器や運搬システムに関
する、より頻度が高く詳細な報告の
提出が含まれる。
13．関係する加盟国が、核兵器の役割

や重要性の一層の低減のために、軍
事・安全保障上の概念、ドクトリン、
政策を継続的に見直していくこと
を求める。
14．核不拡散体制の強化につながり

うる、核兵器国による明確で法的拘
束力のある安全の保証を受けるこ
とにおける、非核兵器国の正統な関
心を認識する。
15．核兵器国各国による一方的宣言

に留意しつつ、1995年4月11日の安
保理決議984（1995）を想起し、すべ
ての核兵器国が安全の保証に関す
る自らの既存の誓約を全面的に尊
重することを求める。
16．適切な場合には、地域の関係国の

自由意志による取り決めに基づき、
また、国連軍縮委員会の1999年指針
に従い、さらなる非核兵器地帯を設
立することを奨励する※。また、核兵
器国が、消極的安全保証を含む関連
議定書に署名・批准することにより、
非核兵器地帯の地位に関する、また、
当該条約の締約国に対し核兵器の使
用あるいは使用の威嚇を行わないと
いう、法的拘束力のある個別の誓約
を行うことを認識する。
17．核兵器を保有するすべての国が、

意図されない核爆発の危険性に包
括的に対処していく上で必要とな
るあらゆる努力に継続的に取り組
むことを要請する。
18．地域内諸国の自由意志による取

り決めに基づき、また1995年の中東

決議に従って、中東非核兵器・非大
量破壊兵器及び非運搬システム地
帯の設立に向けて一層努力するこ
と、および同地帯設立に向けた関係
諸国による対話の再開を奨励する。
19．すべての加盟国、とりわけ包括的

核実験禁止条約（CTBT）※付属文書2
に列挙された発効要件国のうち残
る8か国が、これ以上の遅滞なく、ま
た、他国の行動を待つことなしに、
条約の署名及び批准に向けた独自
のイニシアチブを発揮するととも
に、CTBT発効までの間、核兵器の爆
発実験もしくは他のすべての核爆
発に関する現行のモラトリアムの
継続、および継続の政治的意志を宣
言することを要請する。また、すべ
ての加盟国に、同条約14条のプロセ
スおよびその他の相互補完的な取
り組みを通じて、条約の発効を促進
するための努力を倍加することを
要請する。
20．すべての関係諸国が、2012年12

月3日の決議67/53第3節が求めた
政府専門家グループの報告書※を
考慮しつつ、核兵器あるいは他の
核爆発装置用の核分裂性物質の生
産を禁止する条約に関する交渉を
直 ち に 開 始 し、1995年3月24日 の
CD/1299文書及びそこに含まれる
任務に基づき早期に締結するとと
もに、同条約発効までの間、あらゆ
る核兵器もしくは核爆発装置のた
めの核分裂性物質の生産に関する
モラトリアムを宣言し維持するこ
とを要請する。
21．すべての加盟国が、軍縮・不拡散

教育に関する国連事務総長による
報告※に述べられた諸勧告を履行す
ることによって、核兵器のない世界
の達成を支援することを奨励する。
22．「ヒバクシャ」の経験を将来の世

代に引き継ぐために、各国指導者や
若者らが、原爆を生き延びた「ヒバ
クシャ」などのコミュニティや人々
を訪問し交流することを含め、核兵
器使用がもたらす現実に対する意
識を喚起するためあらゆる努力が
行われることを奨励する。
23．NPTのもとでは核兵器国の地位を

獲得できない朝鮮民主主義人民共
和国（DPRK）による最近の核実験と
弾道ミサイル技術を利用した発射
を最も強い言葉で非難する。DPRK
がさらなる核実験の実施を思い留
まること、および現在行っている
すべての核活動を完全かつ検証可
能で不可逆的な方法により即時停
止することを強く要請する。また、
DPRKに対し、関連するすべての安
保理決議を完全に遵守し、2005年9

月19日の6か国協議共同声明を履行
するとともに、早期に国際原子力機
関（IAEA）保障措置を含む同条約の
全面的遵守に復帰することを要請
する。
24．すべての加盟国が、関連安保理決

議の完全な履行などを通じ、朝鮮民
主主義人民共和国（DPRK）の核兵器
開発およびミサイル開発計画がも
たらす脅威に対処するための努力
を強化することを求める。
25．また、すべての加盟国が、核兵器

とそれらの運搬手段の拡散を防止
し阻止する努力を倍加させるとと
もに、核兵器と決別するとの誓約に
基づく諸義務を全面的に尊重し、遵
守するよう求める。
26．さらに、すべての加盟国が、核兵

器の拡散防止のため、国内での効果
的な統制を確立・実施することを求
めるとともに、核不拡散への取り組
みにおける国際的パートナーシッ
プおよび能力構築を促進するため
の、国家間の協力および技術援助を
行うよう奨励する。
27．国際原子力機関（IAEA）保障措置

の不可欠な役割ならびに包括的保
障措置協定の普遍化の重要性を強
調するとともに、追加議定書の締結
が各国の主権にもとづく決定であ
ることに留意しつつ、1997年5月15
日にIAEA理事会が承認したモデル
追加議定書に基づいた追加議定書
を未だ締結、発行させていないすべ
ての加盟国が、可能な限り早期にそ
うした行動をとることを強く奨励
する。
28．決議1540（2004）の履行状況の包

括的な見直しの結果に基づいて、す
べての加盟国が、2004年4月28日の
決議1540（2004）と2011年4月20
日の決議1977（2011）を含む関連安
保理決議を完全に履行することを
求める。
29．すべての加盟国が、世界の核保安

体制をさらに強化するため、また
2016年12月にウィーンで開催予定
の核保安に関する国際会議の成功
に向けて協働するため、核物質と放
射性物質の保安をより重視し、これ
を強化することを奨励する。
30．第72会期の暫定議題として、「全

面的かつ完全な軍縮」と題する項目
の下に「核兵器の全面的廃絶に向け
た新たな決意のもとでの結束した
行動」という小項目を含めることを
決定する。

（訳：ピースデポ）
訳注　※印には原文では参照すべき

文書の名称などが注記されてい
るが、省略した。
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高速増殖炉「もんじゅ」、廃炉に向かう
「核燃料サイクル」全体の見直しを

原子力資料情報室共同代表　西尾　漠

　日本原子力研究開発機構（以下、「原子力機構」）
が福井県敦賀市に所有する高速増殖原型炉「も
んじゅ」の廃止が、いよいよ目前に迫っている。
2016年9月21日、原子力関係閣僚会議1は、こう決
定した。「『もんじゅ』については、廃炉を含め抜本
的な見直しを行うこととし、その取扱いに関する
政府方針を、高速炉開発の方針と併せて、本年中
に原子力関係閣僚会議で決定することとする」。
　決定することを決定するとはなんとも七面倒
くさい決定だが、それだけ抵抗もあるということ
だろう。それでも、延命は難しい。本誌が読者の手
元に届くころには廃止が決まっていると思う。

原子力規制委員会の勧告
　「もんじゅ」廃止のきっかけとなったのは、昨15
年11月13日、原子力機構を所管する文部科学大
臣に対し原子力規制委員会が、同機構には「もん
じゅ」の設置者としての能力がないとして以下の
勧告2を行ったことだ。
① 機構に代わってもんじゅの出力運転を安全に

行う能力を有すると認められる者を具体的に
特定すること。

②もんじゅの出力運転を安全に行う能力を有す
る者を具体的に特定することが困難であるの
ならば、もんじゅが有する安全上のリスクを明
確に減少させるよう、もんじゅという発電用原
子炉施設の在り方を抜本的に見直すこと。

　文部科学省は、②は無視して①にこたえようと
して、果たせなかった。「もんじゅ」を動かせるの
は原子力機構しかないことは、ほかならぬ「もん
じゅ」存続推進論者らによって言い尽くされてい
る。その機構に能力がないなら、誰にも動かせな
い。電力業界もメーカーも、むろん引き受ける気
はない。①は、もともとありえないことを求めて
いたのである。
　②は、それ自体がわかりにくい表現だが、直截
に言えば廃炉しかない。「発電用」でなくすればと
いった逃げ道で、原子力規制委員会が、また、世論
が納得するはずもない。やはり廃止しかないので
ある。
　そもそもなぜ「もんじゅ」の廃止が求められる
のかについては、原水爆禁止日本国民会議と原子
力発電に反対する福井県民会議の委託を受けて
原子力資料情報室がまとめた「『もんじゅ』に関す
る市民検討委員会」の提言書3をお読みいただき
たい。

「もんじゅ」の廃炉が決まっても
　「もんじゅ」の廃炉が決まっても、それで「めで
たし、めでたし」とはならない。廃止措置そのもの
が大仕事だ。ナトリウム漬けの燃料の取り出し、
1次系・2次系ナトリウムの抜き取り、機器に付着
したナトリウムの除去、ナトリウムの安定化処理
等々、課題を挙げていけば、きりがない。
　また、前出の閣僚会議決定は、次のようにも述
べていた。「我が国は、『エネルギー基本計画』に基
づき、核燃料サイクルを推進するとともに、高速
炉の研究開発に取り組むとの方針を堅持する」（強
調は編集部）。
　そこで高速炉開発会議が設置され、10月7日に
初会合が開かれている。メンバーは、世耕弘成・経
済産業大臣を議長として、松野博一・文部科学大
臣、児玉敏雄・原子力機構理事長、勝野哲・電気事業
連合会会長、宮永俊一・三菱重工社長の5人。高速
炉開発に批判的なメンバーは加えられていない。
　ここに「高速炉」というのは、従来の「高速増殖
炉」をあいまいにした命名だ。高速増殖炉は、プル
トニウムを燃料とし、燃料の周りに置いた「燃え
にくいウラン」をプルトニウムに変えて、燃えた
量より多くのプルトニウムを新たに生み出すと
いう原子炉である。長期にわたって安定的なエネ
ルギー供給ができる「夢の原子炉」という触れ込
みだった。その夢が色褪せたのを見越して後ろに
隠し、半減期が何万年もある長寿命の放射性廃棄
物を、プルトニウムといっしょに燃やすことで
寿命の短いものに変えて毒性を軽減化できると
いった、新たな夢をうたっているのである。
　 フ ラ ン ス で 建 設 計 画 中 の ア ス ト リ ッ ド

（ASTRID）4も、まさにそうした夢を前面に押し出
したものだ。そのアストリッドに、日本政府が経
費の半額を負担して参加するといった報道もあ
るが、「もんじゅ」存続推進の広報部長ともいうべ
き岡本孝司・東京大学大学院教授は『エネルギー
レビュー』11月号で「アストリッドはフランスで
ほぼ頓挫しています」「アストリッドに国民の税
金を使うのは無駄使いです」と書いていた。だか
ら「もんじゅ」が必要と言い張るのも愚かだが、ア
ストリッドに相乗りすることで、研究開発に取り
組む方針を放棄していないと言いわけする。その
ために多額の税金をつぎ込もうとする愚かしさ
も度し難い。
　岡本教授は前記記事で、さらに言う。「プルサー
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マル5は、もともと経済性が悪く、もんじゅの遅れ
によるプルトニウム蓄積を補填する［日本語がお
かしい。緩和するとでも言うのがよいか―引用者
注］ために、進めているだけです。サイクルが回り
ませんので、再処理施設の意味も、廃棄物処理施
設の意味が強くなります」。

再処理もいらない
　ふつうの原発で使用した燃料を化学処理して、
高速増殖炉の燃料用のプルトニウムを取り出す
のが、再処理施設だ。高速増殖炉の燃料が要らな
ければ、再処理施設も要らない。というか、現状で
プルトニウムは余っていて、核兵器にも使えるプ
ルトニウムを貯め込んでいることへの国際的な
懸念がある。それをかわすために、コスト増と危
険増に目をつぶって、ふつうの原発で燃やす「プ
ルサーマル」が行われているのが実情だ。
　「もんじゅ」が廃炉にならなくても不要だった
六ヶ所再処理工場が、「もんじゅ」の廃炉を迎え、
いよいよもって不要になったと言ってよい。とこ
ろが今年5月11日、再処理やプルサーマルを義務
付けるような法律6が成立してしまった。六ヶ所
再処理工場どころか、その次の工場やプルサーマ
ル用の燃料の製造工場の費用まで、電力の消費者
から先取りしようというものだ。
　日本の核燃料サイクル政策には常識が通用し
ないと、つくづく痛感させられる。もっとも、高速
増殖炉も再処理工場も、推進論を叫んでいるのは
無責任な原子力ムラの学者たちで、実務に携わる
人たちは誰も本気で推進しようとはしていない。

東京電力の榎本聰明・元副社長が、『エネルギー
フォーラム』2010年6月号で再処理をやめれば

「プルトニウムの処分という重荷からも逃れられ
る」と表現していた。プルトニウムを使うのは「利
用」でなく「処分」なのであり、電力会社にとって

「重荷」なのだ。
　やりたくないけれど、自らやめると言って責任
を取るのはイヤだという無責任さが、核燃料サ
イクル政策に限らない原発推進政策の正体だ。し
かし前述のように、プルトニウムの使いみちも定
かでないのに核燃料サイクルに固執すれば、核開
発の疑いをもたれ、他の国の核開発を促したりす
る。
　もちろんプルトニウムの使いみちがあればよい
のではない。プルトニウムの利用こそやめるべき
なのだ。再処理をしてプルトニウムを取り出すこ
とをやめ、すでに取り出されたプルトニウムは、放
射性廃棄物として処分するよりほかない。

注
1　www.cas.go.jp/jp/seisaku/genshiryoku_kakuryo_

kaigi/
2　原規規発第1511131号（平成27年11月13日）。
3　16年5月9日。www.cnic.jp/wp/wp-content/upload

s/2016/05/50bbe95e69213f1603572dc441b9
2c55.pdf

4　工業的技術実証のための先進ナトリウム冷却
炉（Advanced Sodium Technological Reactor for 
Industrial Demonstration）。

5 ウラン・プルトニウム混合酸化物（MOX）燃料を原
発で使用する。

6　「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実
施に関する法律」。平成28（2016）年5月18日法律
第40号。

　辺野古新基地建設に各地から土砂を搬入
　懸念される環境破壊・汚染と
	 　　　　　	　外来生物持ち込み

埋め立てに各地から大量の土砂
　沖縄県名護市・辺野古の新基地（普天間代替施
設）は、辺野古側のサンゴ礁が続く浅瀬と大浦湾
側の深い入り江の約160ヘクタールを埋め立て
て建設される。このために、東京ドーム16.6杯分
相当の土砂を、沖縄を含む西日本各地から採取、
供給することを国は計画している。
　2013年春、仲井真弘多沖縄県知事（当時）の再
三にわたる公開請求により、沖縄防衛局が示した
土砂の供給計画（付属図書10「埋立に用いる土砂
等の採取場所及び採取量を記載した図書」）によ
れば、岩ズリ1,644万m3、山土360万m3及び海砂
58万m3の計約2,062万m3の土砂が供給される。土

砂の7割強は沖縄県外の香川県、鹿児島県などの
西日本一帯から、山土及び海砂は沖縄本島から採
取・搬入される1。ここで「岩ズリ」とは、採石の残
余として発生する砂、泥及び小石の混合物で、多
くは採石場に積み上げられている。

生物多様性国家戦略
　12年9月28日、「 生 物 多 様 性 国 家 戦 略2012-
2020（以下、「国家戦略」）」2が閣議決定された。「国
家戦略」は、生物多様性条約（CBD）3及び生物多様
性基本法に基づき、「生物多様性の保全及び持続
可能な利用に関する国の基本的な方針」を示した
ものである。
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　CBDは92年6月、リオデジャネイロで開催され
た「環境と開発に関する国際連合会議」（UNCDE）

（地球サミット）の成果として、署名開放された。
日本は92年6月に同条約に署名したのにつづい
て、95年10月に第1次生物多様性国家戦略を策定
し、08年6月にはCBD推進のための生物多様性基
本法が施行された。さらに10年10月に名古屋で
開催されたCBD第10回締約国会議（COP10）では，
11年以降の新たな世界的目標として「生物多様性
戦略計画2011-2020（愛知目標）」4が採択された。
これらを背景として策定されたのが12年の「国家
戦略」である。
　「国家戦略」には、次の4つの「生物多様性の危
機」が示されている。
　第1：開発など人間活動による危機
　第2：自然に対する働きかけの縮小による危機
　第3：外来種など人間により持ち込まれたもの
　　　による危機
　第4：地球温暖化や海洋酸性化など地球環境の
　　　変化による危機
　辺野古埋立てでは、岩ズリや海砂などの採取が
第1の危機、辺野古への土砂の持ち込みが第3の危
機にあたる。懸念される問題を以下に整理する。

採取地の大半は
生物多様性「重要海域」

　前記「愛知目標」では、各国は20年までに、少な
くとも海域の10％を海洋保護区として保全する
こととされている。これを受けて環境省は、16年
4月22日、海洋保護区設定の基礎資料となる「生
物多様性の観点から重要度の高い海域」として沿
岸域270か所、沖合表層域20か所、沖合海底域31
か所を抽出したと発表した5。
　これによれば、岩ズリ搬出予定地の小豆島、黒
髪島、椛島（五島）、御所浦（天草）、奄美大島、徳之
島、山土及び海砂搬出予定地の沖縄県の本部、国
頭などが重要海域に面している。
　各地の採石場では、すでに山の半分が切り崩さ
れ、岩盤が露出している。例えば奄美市住用町の
市（いち）集落では、大雨が降ると、付近の海には
大量の土砂が流入し、岩盤に土砂が付着し、かつ
てトコブシやウニが無数に生息していた海は、生
物の影を見ることがないと言われる。岩ズリ採取
地ではどこも程度の差こそあれこのような環境
破壊が起きているはずである。これは、土砂採取
自体が、生物多様性に危機をもたらすことを示唆
している。
 

辺野古への外来種持ち込み
による危機

　亜熱帯である辺野古に搬入される岩ズリの多
くは、温帯域で採取されたものである。したがっ

てそこには辺野古とは異なる生態系が展開され
ている。また同じ亜熱帯でも例えば沖縄本島と奄
美大島では生態系は異なる。
　したがって辺野古に大量の岩ズリを持ち込め
ば、生態系に有害な外来種が侵入する可能性があ
る。事実、候補にあげられている岩ズリ採取地周
辺では、アルゼンチンアリ（山口県など瀬戸内海
一帯）、ハイイロゴケグモ（奄美大島）など有害な
特定外来種が混入している可能性があり6、少な
くとも外来種侵入防除対策が不可欠である。防衛
省は「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境
監視等委員会」7の助言指導を受けつつ、土砂供給
業者に調査させるなどして適切に対処するとし
ている8が、侵入防除対策は未だ策定されていな
い。この現状を憂慮した沖縄県は、15年7月10日、

「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来
生物の侵入防止に関する条例」9を制定、15年11月
1日に施行した。同条例は、事業者に外来生物の有
無の調査結果を含む事前届け出を義務づけると
ともに、県による立ち入り調査権を定めている。
　一方、国際自然保護連盟（IUCN）は、16年8月31
日、ハワイでの第6回世界自然保護会議において
辺野古埋立てに言及した「島嶼生態系への外来種
の侵入経路管理の強化」決議10を採択した。

　以上のように、新基地建設のための土砂の採取
と搬入には、採取地、搬入地（辺野古）に著しい環
境汚染・破壊と生物多様性の危機をもたらす可能
性がある。少なくとも防衛省が外来種侵入防除対
策を策定し、それが「国家戦略」を所掌する環境省
や第三者的な専門家のチェックを受け了承され
るまでは、土砂の採取・搬出入を前にすすめるこ
とは許されない。（湯浅一郎）

 
 注
1　採取候補地は以下の9地区15か所である：瀬戸内

地区（小豆島、香川県）、門司地区（黒髪島、向島（山
口県）、北九州市門司（福岡県））、五島地区（椛島、長
崎県）、天草地区（御所浦、熊本県）、佐多岬地区（南
大隅、鹿児島県）、奄美大島地区及び徳之島地区（と
もに鹿児島県）、本部町地区、国頭地区（沖縄県）

2　www.env.go.jp/press/15758.html
3　93年5月発効。15年5月現在、194か国とEU及びパ

レスチナが締結。米国は未締結。
4　www.biodic.go.jp/biodiversity/about/
5　www.env.go.jp/nature/biodic/kaiyo-hozen/kaiiki/

index.html
6　たとえば那覇空港第2滑走路事業のために奄美か

ら搬入された石材の採石地からは、ハイイロゴケグ
モが発見されている（「琉球新報」16年3月25日）。

7　www.mod.go.jp/rdb/okinawa/07oshirase/
chotatsu/kankyoukansiiinkai/index.html

8　16年4月26日、第190回通常国会、衆議院・沖縄及
び北方問題に関する特別委員会における答弁（質
問者 近藤昭一（民進党））。

9　www.pref.okinawa.jp/site/gikai/documents/
giinnteisyutu01.pdf

10　日本自然保護協会ウェブサイト。www.nacsj.or.jp/
katsudo/henoko/2016/08/iucn-6.html
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特別連載エッセー●99
つちやま　ひでお
1925年、長崎市生まれ。長崎で入市被爆。病理学。88年～92年長崎大学
長。過去5回開かれた核兵器廃絶地球市民集会ナガサキの前実行委員長。
2010年12月、長崎市名誉市民に。 （題字も）

　去る11月3日、ロシアのマトビエンコ上院議
長が長崎を訪れた。長崎原爆資料館、国立追悼
平和祈念館の見学やロシア人墓地の参詣のた
めであった。それに先立つ11月1日、同議長は
東京での記者会見で「北方四島におけるロシ
アの主権は明白で、疑問の余地はない。ロシア
が実効支配している北方四島の主権を日本側
に引き渡すことはできない」と強調していた。
　彼女の発言の真意について、地元のマスコ
ミ関係者から筆者への質問があった。筆者は
議長の発言がロシアの国内向けと対日本向け
の2つの面からなされたのではないか、と答
えた。ロシア指導部は、今年5月ソチで、9月に
はウラジオストクで持たれた日ロ首脳会談を
受けて、12月のプーチン大統領の訪日時に、
北方領土の引き渡しに応じるのではないかと
いう憶測が広まっていることを強く懸念し
ている。その点を打ち消すための議長発言と
なったのではないか。それと同時に安倍首相
の北方領土問題の解決を滲ませた矢継ぎ早な
対ロ経済協力案提示など、明らかに焦りを読
み取った大統領側が、12月の訪日時は領土問
題を正式の議題とせず、それはあくまで平和
条約締結後の話ですぞ、と日本側への厳しい
姿勢を示したもの、というのが筆者の見解で
あった。
　日本政府が国

くなしり

後・択
えとろふ

捉と歯
はぼまい

舞・色
しこたん

丹の4島を、
日本固有の「北方領土」だと定義したのは56年
3月のことだ。同年10月18日、つまり翌日の日
ソ共同宣言の調印前日、ロシアのフルシチョ
フ第1書記は、日本側に対して「領土問題を含
む平和条約」とある表現から「領土問題を含
む」という部分を削除させた。結局、宣言文に
は「平和条約の締結後にソ連が歯舞群島、色丹
島を日本に引き渡す」と書かれているだけで
時期は明示されていない。にもかかわらず日
本側は、宣言の中に4島の領土問題が存在して
いる（国後、択捉の明記はないのに!）と解釈し
て以後の交渉に当たるようになった。重大な
ズレはここに生じた。

　89年に東西冷戦が終結し、その後旧ソ連邦
の崩壊とそれに続く混乱期の中で、ロシアの
再建は大陸中央に集中するのが精一杯で、シ
ベリアなど辺境地域は置き忘れられる情況に
あった。むろん北方四島も例外ではなかった。
当時のテレビ報道の一つに、色丹の食料品店
だったかと記憶するが、ズラリと並んだ空の
ケースの映像と年配の店主の「この通り商売
どころの話じゃねえんだ。政府は何一つしよ
うとはしてくれない。こんな風ならいっそ日本
でもどこでもいい。食べられるようにしてくれ
たら、その国の領地になった方がよっぽどまし
だよ」とぼやく場面が妙に印象に残った。
　その後は断続的に日ロの交渉が持たれた
が、ロシア側は2島に限って協議する線を譲ろ
うとはしなかった。日本政府の中には、取りあ
えず2島返還の協議に応じては、と歩み寄りを
見せる意見もありはした。しかし右翼を中心
とした勢力からは「4島の一括返還こそ日本
の国是だ」「2島返還にだまされるな」との強い
圧力が掛かり、結局、ロシア側の同意を得るこ
とはできなかった。情勢が変わってきたのは
プーチン大統領の登場によってであった。彼
はロシアの景気回復にらつ腕をふるい、その
経済力をテコに北方四島を含む地域にまで開
発を行き渡らせた。また日本側の要請に対し
て、大統領は日ソ共同宣言の原点に立ち返っ
て、平和条約締結後に2島返還

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

の話し合いを持
つことを提案した。
　今年8月に色丹島住民のロシア人の声が報
じられていたが、日本人と共同事業をするこ
とは歓迎するが、戦争で犠牲を払った以上、島
を日本に引き渡す必要はない、との意見が多
かった。ソ連崩壊後の混乱期とは、島民の帰属
意識にも変化が読み取れると理解すべきであ
ろう。安倍首相は「北方領土問題の解決なくし
て日本の戦後は終わらず」というが、同じ言葉
を絶叫した拉致問題が、全く進展のメドも立
たない状況に在るのを何と感じているのだろ
うか。
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書: 秦莞二郎

●11月8日　平和首長会議、千葉県佐倉市で
の国内加盟都市総会で核禁止交渉開始決議
への日本の反対に遺憾の意。
●11月8日　榊原経団連会長、2030年までに
温室効果ガスを13年比26％削減する公約を
果たすために原発再稼働が必要と主張。
●11月9日付　ベトナム政府、日ロ企業によ
る原発計画を廃止する協議を開始の予定と
判明。
●11月9日　日米韓の自衛隊及び海軍、日本
近海で弾道ミサイル情報共有訓練を実施。
●11月9日　ソウルで日韓GSOMIA締結のた
めの第2回実務協議。
●11月9日　ナザルバエフ・カザフスタン大
統領が広島を訪問。
●11月10日　朝鮮中央通信、トランプ次期米
大統領を念頭に対DPRK制裁政策からの転換
を促す。
●11月11日　来日中のモディ印首相と安倍
首相が日印原子力協定に調印。核実験実施の
場合の協力停止は別文書に。
●11月11日　経産省、福島第1原発事故賠償
金増加分を新電力を含む利用者に負担させ
る案を有識者会議に示す。
●11月12日　パキスタン南西部のイスラム
教施設で自爆テロがあり、43名死亡、100名
以上が負傷。ISが犯行声明。
●11月15日　安倍内閣、南スーダンPKOに派
遣の陸自部隊に「駆けつけ警護」などを盛り
込んだ実施計画を閣議決定。
●11月15日　国連総会第3委（人権）、DPRKが
核・ミサイル開発に資源を投入し国民の人道
状況に影響を与えていることに重大な懸念
を表明する決議を採択。
●11月16日　参院憲法審査会が9か月ぶりに
審議再開。自民党中川議員が9条改正の必要
性に言及。
●11月16日　原子力規制委、運転開始から40
年の福井県美浜原発3号機の運転期間20年延
長を認める。
●11月16日　米山新新潟県知事、福島第1原

発事故の徹底的な検証がされぬ限り柏崎刈
羽原発再稼働の議論を開始せずと所信表明。
●11月17日　トランプ次期米大統領、国家安
全保障担当大統領補佐官にマイケル・フリン
元国防情報局長を指名。
●11月17日　米国連大使、6か国核合意で定
めた重水貯蔵量をイランが厳守するよう求
める声明をIAEA理事会で発出。
●11月18日付　仏の国際熱核融合実験炉の
建設費が建設遅延により6千億円増加、日本
の負担6百億円増加が明らかに。
●11月18日　防衛装備庁、安全保障技術研究
推進制度の研究成果は特定秘密保護法上の
特定秘密にならないと表明。
●11月20日　駆けつけ警護任務が付与され
た陸自派遣部隊の先発隊約130人が、青森空
港から南スーダンの首都ジュバへ出発。
●11月20日　新潟県柏崎市長選で柏崎刈羽
原発再稼働容認派の桜井氏が当選。
●11月20日　自由党（小沢共同代表）、次期衆
院選に向け、脱原発と安保関連法廃止を柱と
した重点政策を発表。

沖縄
●11月6日　東村高江区代議員会、政府の財
政支援受入れを全会一致で決議。ヘリパッド
反対決議も同時に可決。
●11月8日　警察庁、警察法施行令改正によ
る米軍犯罪再発防止策として沖縄県警を100
人増員へ。11月中に県議会へ条例改正案提
出。
●11月8日　政府、機動隊員による「土人」発
言は「違法」とする答弁書を閣議決定。鶴保沖
縄担当相は「断定できない」との見解。
●11月9日　自民・茂木政調会長、米軍犯罪防
止策に関する日米共同文書について年内に
も「補足協定」締結を目指す考え示す。
●11月10日付　普天間飛行場周辺、10月の米
軍機騒音平均85db。10月19日には上大謝名
公民館で116.7db（Lden）を記録。

●11月10日　「土人」発言問題で沖縄県警・公
安委に県議団が抗議文を手交。
●11月11日　県・国頭村・東村、政府へMV22
オスプレイ配備撤回及び米軍北部訓練場の
環境影響評価再実施要求で合意。
●11月11日　沖縄平和運動センター山城議
長及び男性１人を傷害・公務執行妨害の罪で
起訴。弁護士は「運動弾圧」と批判。
●11月12日　東村高江「N4地区」ヘリパッ
ド、運用開始後騒音被害拡大。小中学校では
夜間騒音による睡眠不足で欠席する事例も。
●11月12日付　嘉手納基地周辺の悪臭問題。
騒音時に「黒色粒子」増、臭気レベルにも連
動。町と北大グループが初調査。
●11月14日　北部訓練場ヘリパッド建設で
民間ヘリが資材空輸。9月13日以来3度目。
●11月16日　県、防衛局へ北部訓練場ヘリ
パッド運用前の環境影響評価、県内枯れ葉剤
使用概況調査など33項目の意見書提出。
●11月17日　第2次普天間爆音訴訟判決。国
へ総額24億5800万円の損害賠償支払い命じ
る。「飛行差し止め」は認めず。
●11月17日　北部訓練場、12月22日に部分
返還へ。沖縄復帰後最大級の返還面積約4千
ha。日米両政府による記念式典も開催。
●11月18日付　沖縄防衛局、北部訓練場ヘ
リパッド建設に対する抗議行動を「悪質で違
法」などとする資料を作成・対外的に使用。
●11月18日　政府、鹿児島県馬毛島買収へ。
オスプレイ訓練移転先としての活用も検討。
●11月19日　米軍属女性暴行殺人事件、遺体
発見から半年。政府の抜本対策進まず。

日 誌
2016.11.6~11.20
作成:有銘佑理、山口大輔

DPRK=朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）／
GSOMIA=軍事情報包括保護協定／IAEA=国際原
子力機関／IS=「イスラム国」／Lden=時間帯補正
等価騒音レベル／PKO=国連平和維持活動

核兵器廃絶のための新しい情報を得るオープンな場	
アボリション・ジャパン･ メーリングリストに参加を    
 join-abolition-japan.dLNY@ml.freeml.comにメールを送ってください。本文は不要です。

次の人たちがこの号の発行に
参加･協力しました。
朝倉真知子、浅野美帆、荒井摂子、有銘佑理、梅林宏道、
大嶋しげり、清水春乃、田巻一彦、土山秀夫、中村和子、
西尾漠、原三枝子、山口大輔、湯浅一郎（50音順）

今号の略語
CBD=生物多様性条約
COP10=第10回締約国会議
FMCT=兵器用核分裂性物質生産禁止条約
IUCN=国際自然保護連盟
NAC=新アジェンダ連合
UNCDE=環境と開発に関する国連会議

ピースデポも推進連絡会に参加する

ヒバクシャ国際署名の活動への
御寄付をお願いします。

●  郵便局から振替用紙を使用する場合の送金先
　00160－3－362855「ヒバクシャ国際署名連絡会」
●  銀行振込の受取口座として利用する場合の送金先
　店名019 当座 0362855 「ヒバクシャ国際署名連絡会」

ウェブサイト：www.hibakusha-appeal.net


